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令和８年第１回久留米広域市町村圏事務組合議会定例会会議録 

 

 

１  招集年月日   令和８年２月１８日（水） 

 

２  招 集 場 所   久留米広域消防本部 ４階 屋内訓練室 

          （久留米市東櫛原町９９９番地１） 

 

３  出 席 議 員  （１６名） 

        １番          石井 秀夫  君 

        ２番          そうだ耕一郎君 

        ３番          田住 和也 君 

        ４番          塚本 弘道  君 

        ５番          後藤 敬介  君 

        ６番          藤林 詠子 君 

        ７番          佐藤 晶二 君 

        ８番          永島  守  君 

        ９番          平木 一朗  君 

       １０番          井上 勝彦  君 

       １１番          新原 善信  君 

       １２番          大場 美紀 君 

       １３番          江藤 芳光  君 

       １４番          組坂 公明  君 

       １６番          野瀬 繁隆  君 

       １８番          益田 隆一  君 

 

４  欠 席 議 員   （２名） 

       １５番          高橋 直也  君 

       １７番          古賀 知文  君 

 

５  地方自治法第１２１条に基づく出席者 

      【執行部】 

       組合長          原口 新五  君 

       副組合長         江藤 義行  君 

       副組合長         加地 良光  君 

       副組合長         権藤 英樹  君 

       副組合長         中山 哲志  君 

       副組合長         広松 栄治  君 

       会計管理者        高口 博志 君 

      【事務局】 
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       事務局理事        豊福由紀子  君 

       事務局長(兼)事務局次長  久次美和子  君 

       総務主査         佐藤 昌和  君 

      【消防本部】 

       消防長          黒岩 竹直  君 

       消防次長         長谷  義  君 

       久留米消防署長      仲 賢一郎  君 

       三井消防署長       出利葉 操  君 

       浮羽消防署長       佐藤 勝徳  君 

       三潴消防署長       北川 英二  君 

       大川消防署長       廣松  震 君 

       総務担当次長(兼)総務課長 青井  浩  君 

       人事研修課長       橋本 秀一 君 

       予防課長         丸山 晋作  君 

       救急防災課長       村田 康裕  君 

       救急防災課救急主幹    権藤 明夫  君 

       情報指令課長       上野 卓慈  君 

 

６  議事日程 

日 程 第 １ 会議録署名議員の指名 

 

日 程 第 ２ 会期の決定 

 

日 程 第 ３ 第１号議案 久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例等の一部を

改正する条例制定の専決処分について 

 

日 程 第 ４ 第２号議案 令和７年度久留米広域市町村圏事務組合広域消防特別

会計補正予算（第１号） 

 

日 程 第 ５ 第３号議案 久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例の一部を改

正する条例 

 

日 程 第 ６ 第４号議案 久留米広域市町村圏事務組合の名称変更に伴う関係条

例の整理に関する条例 

 

日 程 第 ７ 第５号議案 久留米広域市町村圏事務組合行政手続条例の一部を改

正する条例 

 

日 程 第 ８ 第６号議案 久留米広域市町村圏事務組合附属機関の設置に関する

条例の一部を改正する条例 
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日 程 第 ９ 第７号議案 久留米広域市町村圏事務組合特別職非常勤職員の報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

日程第１０ 第８号議案 久留米広域市町村圏事務組合職員等旅費支給条例の一

部を改正する条例 

 

日程第１１ 第９号議案 久留米広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

日程第１２ 第１０号議案 久留米広域市町村圏事務組合特別会計設置条例を廃

止する条例 

 

日程第１３ 第１１号議案 久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例を廃止

する条例 

 

日程第１４ 第１２号議案 令和８年度久留米広域消防組合一般会計予算 

 

日程第１５ 第１３号議案 筑後地域消防通信指令事務協議会規約の変更に関す

る協議について 

 

日程第１６ 第１４号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び規約の変更について 
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＝午後３時５３分開会＝ 

◎  開      会 

○議長（石井秀夫君）みなさん、こんにちは。議長の石井でございます。 

   初めに、高橋直也議員及び古賀知文議員から、欠席の届け出が提出されており

ますので、ご報告いたします。 

出席議員は定足数に達しておりますので、只今から、令和８年第１回久留米広

域市町村圏事務組合議会定例会を開会いたします。 

   これより本日の会議を開きます。 

◎  日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（石井秀夫君）まず、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

   ３番、田住和也議員、８番、永島守議員を指名いたします。 

◎  日程第２  会期の決定 

○議長（石井秀夫君）次に、日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りをいたします。 

本定例会の会期は、本日一日間としたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日一日間と決定いたしました。 

◎  日程第３  第１号議案 

○議長（石井秀夫君）次に、日程第３、第１号議案「久留米広域市町村圏事務組合職

員給与条例等の一部を改正する条例制定の専決処分について」を議題といたしま

す。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

原口組合長。 

○組合長（原口新五君）皆様、こんにちは。 

本日は、令和８年度第１回組合定例会を招集いたしましたところ、大変ご多忙

の中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。心から感謝を申し上げ

たいと思います。 

まず、提案理由の説明に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います

が、私事になりますが、先般の久留米市長選挙において再選をさせていただきま

した。 

また、引き続き本組合の組合長として、組合行政を担わせていただくことにな

りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

また、ご出席の副組合長の皆様方とともに、組合運営について全力で取り組ん

でまいりたいと思っております。また、石井議長はじめ議員の皆様方におかれま
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しては、今後一層のご指導とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

また、昨年１２月に各構成市町の議会において議決されました組合規約の変更

につきましては、本年１月６日付で県知事から許可をいただきました。あらため

まして議会各位のご理解とご協力に心から感謝を申し上げます。 

いよいよ４月から「久留米広域消防組合」として再スタートいたします。共同

処理をする事務を消防事務に特化し、さらなる消防力の充実強化に努め、市民サ

ービスの向上を図ってまいりたいと思っております。 

それでは、第１号議案「久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例等の一部を

改正する条例の制定の専決処分について」の提案理由を申し上げたいと思います。 

本件は、令和７年の人事院勧告を踏まえた職員給与の改定を行うにあたり、急

を要しましたので専決処分させていただきました。 

ここに報告を申し上げ、承認を求めるものでございます。 

以上をもちまして、簡単ですが提案理由の説明に代えさせていただきます。 

○議長（石井秀夫君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１号議案を、承認することにご異議はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１号議案は、承認されました。 

◎  日程第４  第２号議案 

○議長（石井秀夫君）次に、日程第４、第２号議案「令和７年度久留米広域市町村圏

事務組合広域消防特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

原口組合長。 

○組合長（原口新五君）第２号議案「令和７年度久留米広域市町村圏事務組合広域消

防特別会計補正予算（第１号）について」提案理由をご説明申し上げます。 

本件は、消防本部の内線電話網の更新について、指令センターシステム更新事

業と併せて整備をすることにより、緊急防災・減災事業債の活用が必要となった

ため、今年度の起債協議に本事業を追加し、予算増額の補正を行うとともに、年

度内の履行完了が困難であることから繰越明許費を設定するものであります。 
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何卒、ご審議のうえ、満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（石井秀夫君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第２号議案を、原案のとおり決定することにご異議はございませんか。 

   （『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なし と認めます。 

よって、第２号議案は、原案のとおり可決されました。 

◎  日程第５  第３号議案 

○議長（石井秀夫君）次に、日程第５、第３号議案「久留米広域市町村圏事務組合火

災予防条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  

組合長に提案理由の説明を求めます。 

 原口組合長。 

○組合長（原口新五君）第３号議案「久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例の一

部を改正する条例について」提案理由をご説明申し上げます。 

 本件は、林野火災の予防に関する事項を定めるとともに、「対象火気設備等の

位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する

基準を定める省令」の一部改正に伴い、規定の整備を行うために、条例の一部を

改正しようとするものでございます。 

何卒、ご理解のうえ、ご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（石井秀夫君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（藤林詠子議員が手を挙げる） 

○議長（石井秀夫君）６番、藤林議員。 

○６番（藤林詠子君）林野火災の予防に関して、お尋ねいたします。 

林野火災、全国的にニュース等でも報道されておりました。今回こういう注意

報の発令をされるということで、その効果はどのように見込んでいらっしゃるの

か、お尋ねをいたします。 

○予防課長（丸山晋作君）議長。 

○議長（石井秀夫君）丸山予防課長。 

○予防課長（丸山晋作君）予防課長の丸山でございます。 
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藤林議員の質問にお答えします。今回の条例改正は、令和７年２月に発生した

岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、林野火災が多い１月から５月までの期

間において、一定の気象条件に達した場合に林野火災注意報や林野火災警報を発

令し、発令中の火の使用を制限することで、火災予防の実効性を高めるものとな

ります。 

なお、当消防本部管内における指定区域につきましては、久留米市、うきは市、

及び小郡市の森林で、森林法第５条に規定する都道府県知事が作成する地域森林

計画の対象区域が該当いたします。 

林野火災の発生原因の大半は、焚き火や火入れといった人為的な要因によるも

のであるため、注意報の発令は警報発令に至らない段階でも、管内住民に対して

火を使わない判断を早期に促すことが可能となります。 

また、注意報の発令により火災予防啓発の機会も増え、地域住民の理解が進む

ことで、林野火災の発生リスクを軽減できる効果が期待できるものと考えており

ます。 

以上でございます。 

○６番（藤林詠子君）議長。 

○議長（石井秀夫君）６番、藤林議員。 

○６番（藤林詠子君）効果については、警報の前に注意報を出すことで発生リスクを

軽減するということで期待できます。 

注意報を出しても、それがどんなふうに広報されて住民に伝わるかによって効

果が変わってくるのだろうと思います。 

あるいは、発令解除の周知方法は、この広域市町村圏事務組合のなかでも、久

留米、うきは、そして小郡の一部ということで、すべての住民の居住区域ではな

いことから、周知や広報がなかなか難しいのではないかなと思うのですが、どの

ように周知方法を工夫されるのかお尋ねいたします。 

○予防課長（丸山晋作君）議長。 

○議長（石井秀夫君）丸山予防課長。 

○予防課長（丸山晋作君）藤林議員の２回目の質問にお答えいたします。 

林野火災注意報、警報の運用開始にかかる広報につきましては、久留米広域消

防本部のホームページ、ＳＮＳ及び管内全戸配布の「消防だより」を活用した広

報を行います。 

また、関係市への協力依頼による各広報誌、ホームページ及びＳＮＳへの掲載

や、ポスター掲示、チラシ配布等も計画しております。 

その他の広報手段といたしましては、今回の注意報、警報の発令は火の使用制

限の対象が森林区域に限定されておりますので、林業従事者や入山者向けに広報

ターゲットを絞り、森林組合やキャンプ施設において説明を実施いたします。 

林野火災注意報、警報の発令、解除時につきましては、消防本部と関係市で連

携を密にし、ホームページやＳＮＳ、防災行政無線を活用した周知を計画してお

ります。 

なお、警報発令時の際には、これらに加えて、消防車両による警戒巡視とアナ
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ウンス広報を実施いたします。 

今後、取組を進めていくうえで、林野火災注意報、警報の発令の際には、降雨

がなく空気が乾燥するなど、林野火災のリスクが高まっている段階で、住民の皆

様に「今日は屋外で火を使うべきではない」と判断できる情報を事前に提供する

ことが重要となります。従いまして、年間を通して各種広報手段を活用しながら、

制度の定着化に取り組むよう計画をしています。 

以上でございます。 

○議長（石井秀夫君）よろしいですか。 

○６番（藤林詠子君）はい。 

○議長（石井秀夫君）他に質疑はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

○６番（藤林詠子君）議長。 

○議長（石井秀夫君）６番、藤林議員。 

○６番（藤林詠子君）警報の前に注意報を出すようにして、啓発していくこと、注意

を促すこと、とってもいい、改正だと思います。 

もちろん入山する林業従事者とか、よく入山される方たちは注意をされると思

うのですけれども、たまに行く方などにも注意が行き渡るように、広域事務組合

からの、広報だけではなくて、構成市町のそれぞれの周知方法をもって、広報に

努めていただくように、一部事務組合のほうからもお願いをしていただきたいと

要望して賛成いたします。 

以上です。 

○議長（石井秀夫君）はい、他に討論はございませんか。 

（『ありません』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

   第３号議案を、原案のとおり決定することにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

   よって、第３号議案は、原案のとおり可決されました。 

◎  日程第６  第４号議案 

◎  日程第７  第５号議案 

◎ 日程第８  第６号議案 

◎  日程第９  第７号議案 

◎  日程第１０ 第８号議案 

◎  日程第１１ 第９号議案 

◎  日程第１２ 第１０号議案 

◎  日程第１３ 第１１号議案 
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○議長（石井秀夫君）次に、日程第６、第４号議案「久留米広域市町村圏事務組合の

名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例」から、日程第１３、第１１号議案

「久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例を廃止する条例」までの８件は、

いずれも組合の共同処理する事務の変更に伴う条例の関連議案でありますので、

一括して議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

   原口組合長。 

○組合長（原口新五君）第４号議案から第１１号議案までの提案理由につきまして、

一括して説明をさせていただきます。 

まず、第４号議案「久留米広域市町村圏事務組合の名称変更に伴う関係条例の

整理に関する条例」についてですが、組合の名称の変更に伴い、既存の条例中

「久留米広域市町村圏事務組合」を「久留米広域消防組合」に一括して改め、関

係条例の一部を改正するものであります。 

次に、第５号議案「久留米広域市町村圏事務組合行政手続条例の一部を改正す

る条例」でございます。組合において共同処理する久留米広域小児救急医療セン

ターの支援に関する事務を廃止することに伴い、行政処分の適用除外について整

理するため、条例の一部を改正するものであります。 

次に、第６号議案「久留米広域市町村圏事務組合附属機関の設置に関する条例

の一部を改正する条例」ですが、これは組合において共同処理する久留米広域小

児救急医療センターの支援に関する事務を廃止することに伴い、附属機関を整理

するため、条例の一部を改正するものであります。 

次に、第７号議案「久留米広域市町村圏事務組合特別職非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」ですが、特別職非常勤職員の費用

弁償の支給額について、用語の整理を行うため条例の一部を改正するものであり

ます。 

次に、第８号議案「久留米広域市町村圏事務組合職員等の旅費支給条例の一部

を改正する条例」ですが、旅費の支給等について用語の整理を行うため条例の一

部を改正するものであります。 

次に、第９号議案「久留米広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例」ですが、議員報酬及び費用弁償の支給

方法について用語の整理を行うため条例の一部を改正するものであります。 

次に、第１０号議案「久留米広域市町村圏事務組合特別会計設置条例を廃止す

る条例」ですが、組合において共同処理する久留米広域小児救急医療センター支

援に関する事務を廃止することに伴い、本組合の会計を整理するため条例の廃止

をするものであります。 

次に、第１１号議案「久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例を廃止する

条例」ですが、組合において共同処理する事務の変更に伴い、組合事務局を廃止

するため、条例を廃止するものであります。 

以上、一括して説明を申し上げましたが、ご理解の上、ご賛同をいただきます

よう、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（石井秀夫君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第４号議案から第１１号議案までの８件を、原案のとおり決定することにご異

議はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第４議案から第１１号議案までの８件は、いずれも原案のとおり可決

されました。 

◎  日程第１４  第１２号議案 

○議長（石井秀夫君）次に、日程第１４、第１２号議案「令和８年度久留米広域消防

組合一般会計予算」を議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

  原口組合長。 

○組合長（原口新五君）第１２号議案「令和８年度久留米広域消防組合一般会計予算」

について提案理由を説明申し上げます。 

 先ほどの第１０号議案で議決いただきましたことにより、組合の特別会計は廃

止をされ、令和８年度は、一般会計のみの予算となります。 

歳入歳出予算の総額は、前年度一般会計、小児救急医療支援事業特別会計及び

広域消防特別会計の合計額と比較いたしまして４２パーセント減の６３億９，８

００万円を計上いたしております。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきまして、詳細につき

ましては、担当者に説明をさせます。 

○議長（石井秀夫君）提案理由の説明は終わりました。 

○議長（石井秀夫君）それでは担当者からの説明を求めます。 

○総務担当次長（青井浩君）議長。 

○議長（石井秀夫君）青井総務担当次長。 

○総務担当次長（青井浩君）消防本部総務担当次長の青井でございます。 

令和８年度一般会計予算、総額６３億９，８００万円の詳細について、ご説明

させていただきます。予算に関する説明書の１１ページをお願いいたします。 

まず、「歳入予算」でございます。 

１款「分担金及び負担金」のうち、１項１目「市町負担金」５１億８，２９３
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万９千円は、当消防本部を構成する４市２町からの負担金でございます。 

このうち、２節「経常経費負担金」４７億５，２１１万９千円は、人件費や物

件費などの経常的経費にかかるもの、３節「特別負担金」４億１，８８２万円は、

退職手当や投資的経費など、特定の経費にかかるものでございます。 

２目「指令事務負担金」１億３２６万８千円は、筑後地域消防指令センターの

運営費等を県南６消防本部から収入するものでございます。 

１２ページをお願いします。 

２款「使用料及び手数料」のうち、１項１目「消防使用料」は、自動販売機な

どの行政財産使用料、２項２目「消防手数料」は、危険物許認可・検査手数料な

どでございます。 

２ページ飛びまして、１５ページをお願いします。 

５款「財産収入」のうち、１項「財産運用収入」は広域消防財政調整基金利子、

２項「財産売払収入」は、廃棄車両３台分の売払収入でございます。 

１６ページをお願いします。 

６款「繰入金」は、財源調整のため財政調整基金から５，０００万円を計上し

ております。 

１７ページ、７款「繰越金」は、５，０００万円を計上しております。 

１８ページをお願いします。 

８款「諸収入」のうち、２項１目「雑入」６８４万１千円は防火管理者講習会

受講料などでございます。 

１９ページ、９款「組合債」９億９,５２０万円は、消防車両や消防庁舎等の整

備にかかる財源として起債するものでございます。 

続きまして歳出予算でございます。 

２０ページをお願いします。 

１款１項１目「議会費」１９５万円は、議会運営にかかる経費で、１８名分の

議員報酬が主なものでございます。 

２１ページ、２款「総務費」は組合運営にかかる経常的経費でございまして、

１項１目「一般管理費」５２５万円は、正副組合長６名分の給料や例規集保守等

委託料が主なものでございます。２項１目「文書広報費」５００万円は、広報誌

の印刷、ホームページの維持管理等にかかる経費が主なものでございます。 

２２ページをお願いします。３項１目「公平委員会費」及び４項１目「監査委

員費」は、それぞれ委員報酬でございます。 

２３ページからが、３款「消防費」でございます。１項１目「常備消防費」は、

消防本部及び消防署所の事務や活動に要する経費でございまして、４６億４,０６

１万８千円を計上しております。内訳の主なものとしまして、２節「給料から４

節「共済費」は、消防職員４５０名分の人件費が主なものでございます。 

８節「旅費」１，５０６万９千円は、県消防学校及び消防大学校への入校旅費

が主なものでございます。 

１０節「需用費」１億８,１４６万６千円は、消防、救急、救助活動等に使用す

る消耗品費のほか、消防車両等の燃料費、消防署所の光熱水費、車両や庁舎設備
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等の修繕料が主なものでございます。 

１１節「役務費」３，５８９万８千円は、電話や指令回線等にかかる通信運搬

費や、救急業務にかかる医師の指示手数料などが主なものでございます。 

１２節「委託料」１億１,１５８万７千円は、庁舎清掃や庁舎設備等の保守、職

員の健康診断などにかかるものが主なものでございます。 

１３節「使用料及び賃借料」２，４７０万５千円は、消防署所の下水道使用料

及びパソコン等の事務用機器借り上げ料が主なものでございます。 

２４ページをお願いします。１７節「備品購入費」１，１６７万２千円は、災

害現場で使用する資機材の購入費が主なものでございます。 

１８節「負担金・補助及び交付金」１億７,４５８万１千円は、退職手当組合へ

の負担金１億４,３５６万５千円のほか、県消防学校及び消防大学校への入校負担

金などでございます。 

１ページ飛びまして、２６ページをお願いします。 

２目「消防施設費」は、消防庁舎や消防車両等の整備に要する経費でございま

して、１１億８，００３万８千円を計上しております。内訳の主なものとしまし

て、１０節「需用費」４，３００万円は、４０メートルはしご車の分解整備にか

かる修繕料でございます。 

１２節「委託料」１億４,２４２万９千円は、三井消防署建設工事の監理業務、

浮羽出張所移転新築にかかる設計、地質調査委託料が主なものでございます。 

１４節「工事請負費」６億３,２５４万９千円は、三井消防署新庁舎建設工事が

主なものでございます。 

１６節「公有財産購入費」３，３００万円は、浮羽出張所の移転用地購入費で

ございます。 

１７節「備品購入費」３億２,２２６万円は、水槽付き消防ポンプ自動車２台、

高規格救急自動車３台及び指揮車１台の購入費が主なものでございます。 

次に、３目「消防指令センター費」は、筑後地域消防指令センターの運営にか

かる経常的経費や、更新整備に要する経費でございまして、１億６,１４５万７千

円を計上しております。 

内訳の主なものとしまして、１０節「需用費」２，１２１万３千円は、指令セ

ンター庁舎や無線中継局の光熱水費が主なものでございます。 

１１節「役務費」２，４８３万１千円は、通信指令にかかる専用回線などの通

信運搬費が主なものでございます。 

１２節「委託料」１億１,０７８万５千円は、指令システム等の保守費用などで

ございます。 

ページ飛びまして、２９ページをお願いします。  

４款「公債費」につきましては、庁舎、車両、指令システム等の施設整備にか

かる財源として発行しました組合債の元利償還金３億７,３３８万７千円でござい

ます。 

３０ページをお願いします。５款「予備費」は３,０００万円を計上しておりま

す。 
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以上、簡単でございますが説明を終わらせていただきます。 

○議長（石井秀夫君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

（井上勝彦議員が手を挙げる） 

○議長（石井秀夫君）１０番、井上議員。 

○１０番（井上勝彦君）はい、小郡市議会の井上です。 

ちょっと分からないので教えてください。 

２１ページの一般管理費の例規集保守等委託料３００万円は、例規集って、こ

の例規集だけですか。他に何か保守で伴うようなものがあるのかどうか、教えて

ください。 

○総務担当次長（青井浩君）議長。 

○議長（石井秀夫君）青井総務担当次長。 

○総務担当次長（青井浩君）例規集は、電算化している部分がありまして、ホームペ

ージ等でも公開しておりますけれども、それの保守になります。以上です。 

○議長（石井秀夫君）井上議員。 

○１０番（井上勝彦君）年間どれくらい保守だから、変わらなくてもこれが固定費と

いう考え方でいいのですか。そのつど使うお金ということでしょうか。 

○議長（石井秀夫君）青井総務担当次長。 

○総務担当次長（青井浩君）お答えします。 

一定、年間何回くらい保守をしてもらうという前提での契約になっていますの

で、そこまでいかなくてもその額を払うという感じになるかと思います。 

○議長（石井秀夫君）井上議員。 

○１０番（井上勝彦君）ちなみに何回くらい保守しているか、分かりますか。 

○議長（石井秀夫君）青井総務担当次長。 

○総務担当次長（青井浩君）いま、そのデータを持ってきてないのですけども、後で

いいでしょうか。 

○１０番（井上勝彦君）大体でいいのですけど、１回とか１０回とか１００回とか。 

○総務担当次長（青井浩君）定期的に一応、８月と２月の２回は、必ず修正をすると

いうところになっております。以上です。 

○議長（石井秀夫君）よろしいですか。 

○１０番（井上勝彦君）はい。 

○議長（石井秀夫君）他に質疑はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 
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第１２号議案を、原案のとおり決定することにご異議はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１２号議案は、原案のとおり可決されました。 

◎  日程第１５  第１３号議案 

○議長（石井秀夫君）日程第１５、第１３号議案「筑後地域消防通信指令事務協議会

規約の変更に関する協議について」を議題といたします。 

   組合長に提案理由の説明を求めます。 

   原口組合長。 

○組合長（原口新五君）第１３号議案「筑後地域消防通信指令事務協議会規約の変更

に関する協議について」の提案理由を説明申し上げます。 

本件は、令和８年４月１日から久留米広域市町村圏事務組合が名称変更するこ

とに伴い、筑後地域消防通信指令事務協議会規約の一部を変更する必要があるた

め、関係地方公共団体と協議をすることについて、地方自治法の規定により議会

の議決を求めるものでございます。 

   何卒ご理解の上、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（石井秀夫君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１３号議案を、原案のとおり決定することにご異議はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１３号議案は、原案のとおり可決されました。 

◎  日程第１６  第１４号議案 

○議長（石井秀夫君）次に、日程第１６、第１４号議案「福岡県市町村職員退職手当

組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について」を議題といた

します。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

   原口組合長。 

○組合長（原口新五君）第１４号議案「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び規約の変更について」、提案理由を説明申し上げます。 
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本件は、令和８年３月３１日を限り、久留米市外三市町高等学校組合が解散さ

れることに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を

減少し、また、令和８年４月１日から、久留米広域市町村圏事務組合が名称を変

更することに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更するため、地方自

治法の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

   何卒、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（石井秀夫君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１４号議案を、原案のとおり決定することにご異議はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１４号議案は、原案のとおり可決されました。 

次に、お諮りいたします。 

本議会において議決されました案件で、条項、字句、数字、その他の整理を要

するものにつきましては、その処理を議長に委任されたいと思います。 

これにご異議はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議決されました案件で、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に

委任されることに決定をいたしました。 

◎  閉      会 

以上で、本議会に付議されました案件は、全部終了いたしました。 

よって、令和８年第１回久留米広域市町村圏事務組合議会定例会を閉会させて

いただきます。みなさま、お疲れ様でした。 

 

＝午後４時２９分閉会＝ 
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